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連休を迎えるにあたっての協力願い 

 
明日から公休日に伴う連休となります。11月21日・22日・23日（勤労感謝の日）3連休の際には、県内を

含め県をまたいだ移動が活発になることが想定されます。県外に出かけたり、イベントに参加したりする
場合は、感染防止対策の徹底をお願いします。 
つきましては、感染が拡大している地域に行かれる場合は、「三つの密（密閉、密集、密接）」を避け

る、人と人との感染防止距離（概ね２メートル）を取る、距離が取れない場合のマスクの着用、こまめな
手洗い・換気などの感染予防に万全の注意を払っていただきますようお願いします。 
なお、新型コロナウイルス感染症を疑う場合は、新型コロナウイルス感染症の相談窓口コールセンター

TEL：０９８－８６６－２１２９ （２４時間対応）へ相談し、すみやかに学校に連絡してください。 
また、連休中は，下記の事柄に留意して過ごして頂けます様お願い申し上げます。 

 
 
 

１.交通安全に気をつける。 

       ・交通ルールを守る。 

       ・自転車の乗り方（二人乗り、無灯火等）に気をつける。 

       ・友人同士だけで遠乗りはしない。 

    ・部活動等で学校へ自転車で来る場合も、ヘルメットを着用してください。 

 

 

２.水難事故に気をつける 

        ・友達同士だけで海や川に行かない。 

        ・長時間泳がない。（泳ぐ場合は、監視員のいるビーチやプールを利用） 

        ・遊泳禁止区域での遊泳は絶対にしない。 

      （離岸流等の被害や、ハブクラゲ等の危険性物対策） 

 

 

３.基本的生活習慣の継続 

   ・起床や就寝，食事の時間など，基本的な生活習慣を守りましょう。 

   ・ 日中と朝夕の寒暖の差が大きい時期でもあります。体調管理に気を付けましょう。 

 

 

４.問題行動の防止について 

   ・出かけるときは，「誰と」「どこへ」「何をしに」「何時まで」 

を家族の人に伝えてから外出しましょう。 

   ・夜間外出，無断外泊はしないようにしましょう。 

   ・連休中は他県からの車が増えることも考えられます。 

    特に自転車の運転には気をつけましょう。 

   ・薬物等について 

  

 

５.外出の際は事件事故に巻き込まれないように注意する。 

       ・外出の際は行き先を必ず告げ、日が暮れる前に帰宅する。（青少年保護条例により、 

         夜１０時以降の外出は補導の対象になります）。 ・派手な格好での外出はさける。 
 
  ※休日の意義や健全な生活の心構えについて十分理解し、充実した連休を過ごそう！ 

 ※くれぐれも｢自分の身は自分で守る｣を徹底し、危険な場所へは行かない、危険な行動はしない。 

連休明けに皆さんの元気な顔を待っています！ 

 


